
予防接種を受ける際に、免除対象者である旨を伝えて、上記書類を提示してください。
支払いをした後に、払い戻しはできないため、ご注意ください。

対象者 必要となる書類※いずれか1つ

Ａ：市民税非課税世帯の世帯員

①介護保険の
「納入通知書（保険料額決定通知書または保険料額変更通知書）」
※保険料段階が第１～３段階のものに限る。
※保険料段階が第４段階以上の人も市民税非課税世帯の場合が
あります。該当する方は②または③の書類をご利用ください。

②「後期高齢者医療資格確認書」
※適用区分欄に「区Ⅰ」または「区Ⅱ」の記載があるものに限る。

③市民税非課税世帯の「証明書（医療機関用）」

Ｂ：生活保護受給者 ④休日・夜間等受診票

Ｃ：中国残留邦人等の支援給付受給者 ⑤写真付き本人確認証

■ 次の表の対象者に該当する方は、個人負担金が免除になります。

２０２６年度（令和８年度）

帯状疱疹ワクチン定期接種 のお知らせ

■ この通知が届いた方は、２０２６年度（令和８年度）の対象者です。

■ 対象者は２０２６年度（令和８年度）中に６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００歳に
なる人です。

■ 定期接種の対象になるのは 今年度のみ（２０２７年（令和９年）３月３１日まで）
となりますので、接種の機会を逃さないよう、早めにご検討ください。

■ 接種を希望される場合は、別紙「高齢者帯状疱疹予防接種について」をよく読んでから、
接種を受けてください。

■ 予診票は１人２枚同封しています。封筒の宛名の人が使用してください。

ワクチン接種の個人負担金

※２か月以上の間隔を空けて
計２回の接種が必要です。

■ ワクチンは次の２種類あり、どちらかを選択して接種することとなります。

組換えワクチン
（ＧＳＫ社）

７，８００円／回
（１５，６００円／２回）※

生ワクチン
（阪大微研）

３，１００円

注

裏面も御確認ください

③市民税非課税世帯の証明書の取得方法

※Ａの対象者で、①又は②の書類をお持ちでない場合、③の書類を市で交付しています。
次の場所で手続きをし、交付された書類を医療機関へ提示してください。

交付
場所

・税制課（本庁）、保健予防課（すこやかセンター）、各支所、分室分所：平日８：３０～１７：１５
・各交流館：平日９時～１２時

必要
書類

・窓口へ行く人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）
・委任状（※） ※本人又は本人と住民票上、同一世帯の人が行く場合、委任状は不要です。

高齢者帯状疱疹ワクチン定期接種

個人負担金の免除について



② 必要書類を持って医療機関へ接種を受けに行く。

① 医療機関を予約する。

ワクチン接種までの流れ

■ 同封の 予防接種済証兼接種歴管理票
予診票 （消えないペンで記入してください。）

■ 本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険資格確認書等）
■ 個人負担金免除対象者であることを証明するもの（※免除対象者のみ）

組換えワクチンの接種間隔について

他のワクチンとの同時接種について

※同封の「高齢者帯状疱疹予防接種について」をよく読んでから、接種を受けてください。

※同封の「医療機関一覧表」を確認し、予約をしてください。

注 福山市外の医療機関で接種を希望する場合

手続きが必要となりますので、事前に【問い合わせ先】へご連絡ください。

■ 組換えワクチンは、計２回の接種が必要となり、１回目と２回目の接種間隔は２か月以上あける必要が
あります。（１回目接種から６か月までに接種を完了することが望ましい。）

■ １回目の接種日から２か月後の同日以降に接種が可能となります。

１回目接種日 ２回目接種可能日

７月１日 ９月１日～

７月３１日 １０月１日～（注１）

２月１日 ４月１日～（注２）

２か月以上あける

２か月以上あける

２か月以上あける

接種間隔の例

注１
１回目が月末の接種等の場合で、２か月後に同日がない場合は、１回目接種
日の翌々月の最終日の翌日から接種が可能となります。

注２
接種日が２０２７年（令和９年）４月１日以降になるものについては、任意
接種となり、接種費用の全額が自己負担となります。

■ 帯状疱疹ワクチンは医師が特に必要と認めた場合に、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等
と同時接種が可能です。

■ 生ワクチンについては、他の生ワクチンとは２７日以上の間隔を置いて接種してださい。 

※病気や治療により、免疫不全である、免疫の機能が低下した又は免疫機能が低下する可能性がある
方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を１か月まで短縮できます。

必要書類

【問い合わせ先】

保健予防課 電話：９２８－１１２７ 松永保健福祉課 電話：９３０－０４１４

北部保健福祉課 電話：９７６－１２３１ 東部保健福祉課 電話：９４０－２５６７

神辺保健福祉課 電話：９６２－５０５５
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